
 

 

産業保健のあり方に関する検討会 開催要綱 
 
１．目的 

職場における労働者の健康保持増進に関する課題は、メンタルヘルスや働き方改革へ
の対応、労働者の高齢化への対応、女性の就業率の増加に伴う健康課題への対応、治療と
仕事の両立支援、テレワークの拡大による課題への対応、化学物質の自律管理への対応な
ど、多様化しており、現場のニーズの変化に対応した産業保健体制や活動の見直しが求め
られている。 

また、法令に基づく産業保健体制が整備されているものの、産業保健活動が効果的に
行われず、労働者の健康保持増進が有効に図られていない事業場も多いことや、保健事業
を実施する保険者との連携が十分に行われていない事例もあることから、より効果的に産
業保健活動の推進を図る必要がある。 

さらに、産業医の選任義務のない労働者数 50人未満の事業所においては、産業保健活
動が低調な傾向にあり、地域医療・保健との連携なども含め、こうした小規模事業所にお
ける産業保健体制の確保と活動の推進が必要となっている。 

こうしたことから、産業現場のニーズを踏まえつつ、より効果的に産業保健活動が推
進されるよう、産業保健に関わる者の役割分担や連携のあり方、保険者等との連携のあり
方、小規模事業場における産業保健活動のあり方について検討することとする。 

 
２．検討事項 
（１） 産業保健活動における課題に関すること 
（２） 産業現場のニーズを踏まえた産業保健活動のあり方と事業場内外の関係者の役割分

担とチームによる産業保健体制・活動に関すること 
（３） 産業保健関係者の確保及び資質向上に関すること 
（４） 産業保健活動における新技術の活用に関すること 
（５） 超高齢社会や女性就業率が高まる中での産業保健の役割・あり方に関すること 
（６） 保険者、健診機関等との連携による産業保健活動の推進に関すること 
（７） 小規模事業場における産業保健体制・活動のあり方に関すること 
（８） 企業活動における産業保健の意義・位置づけ、具体的な体制構築・活動推進のため

の普及啓発、支援、人材育成等の環境整備に関すること 
（９） その他 

 
３．構成等 
（１） 本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が関係者の参集を求め、開催する。 
（２） 本検討会は、使用者団体、労働者団体、保険者、関係団体の代表者、学識経験者等

から構成し、構成員は別紙のとおりとする。 
（３） 本検討会に座長を置き、本検討会の構成員の互選により選出する。 
（４） 座長は、座長代理を指名することができる。 
（５） 本検討会には、必要に応じて別紙に掲げる構成員以外の関係者の出席を求めること

ができる。 
（６）本検討会には、必要に応じて作業部会を開催することができるものとする。 

 
４．検討会の運営 
（１） 検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開するものとする。ただ

し、個別事案を取り扱う場合においては、個人・企業情報の保護の観点等により、
公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあ
る場合等において、座長が非公開が妥当であると判断した際には、非公開で実施す
ることもできるものとする。なお、非公開とする場合には、その理由を明示すると
ともに、議事要旨を公開する。 

（２） 検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室にお
いて行う。 

（３） この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会議において定
める。 
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